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      会   議   録 

会議の名称 第２回 本庄市総合振興計画審議会 

開 催 日 時 令和４年６月 1日（水） 
午前・午後  １時３０分から 

午前・午後  ４時５０分まで 

開 催 場 所 本庄市役所６階 大会議室 

出 席 者 

委 員：広瀬 伸一会長、岩上 髙男副会長、 

清水 静子委員、矢野間 規委員、内田 英亮委員、 

鳥羽 孝夫委員、髙橋 茂雄委員、芦澤 吉一委員、 

戸谷 清一委員、江原 貞治委員、明堂 純子委員、 

小田島 寛之委員、山田 英希委員、古閑 政委員、 

杉原 朋子委員、高橋 勉委員、茂木 達郎委員 

事務局：【企画財政部】内田部長【総務部】駒澤部長 

    【議会事務局】境野事務局長 

    【教育委員会事務局】高橋事務局長、笠原参事 

【企画課】橋本課長、日野課長補佐、千田主査 

欠 席 者 委 員：小暮 博光委員、野津 喬委員、上原 泰二委員 

議  題 

（次  第） 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議  題 

（審議事項）  

第１号 総合振興計画後期基本計画（素案）について 

（２．教育文化分野）           （資料１） 

第２号 総合振興計画後期基本計画（素案）について 

（６．行財政経営分野）          （資料２） 

第３号 総合振興計画序論（素案）について  （資料３） 

４ その他 

５ 閉 会 
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配 付 資 料 

・本庄市総合振興計画審議会委員名簿 

・第２回本庄市総合振興計画審議会 席次表 

・第２回本庄市総合振興計画審議会 次第 

・資料１ 総合振興計画後期基本計画（素案）について 

（２．教育文化分野） 

・資料２ 総合振興計画後期基本計画（素案）について 

（６．行財政経営分野） 

・資料３ 総合振興計画序論（素案）について 

・別紙１ 本庄市転入者数及び転出者数の状況 

・別紙２ 第２回本庄市総合振興計画審議会 資料正誤表 

その他 

特記事項 
 

主 管 課 企画財政部企画課 
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会 議 録 

会 議 の 経 過 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（企画課長） 

本日はお忙しい中、第２回 本庄市総合振興計画審議会にご出席

を賜りまして、ありがとうございます。私は進行を務めさせてい

ただきます、企画財政部企画課長の橋本と申します。よろしくお

願いいたします。 

新型コロナウイルス感染症対策として、入室時の検温等にご協

力いただき、誠にありがとうございました。また、室内の換気の

ため一部の扉や窓を開放しておりますのでご了承ください。体調

が優れない場合は、職員までお声かけください。 

それでは、会議に先立ちまして、報告と配付資料の確認をさせ

ていただきます。 

はじめに、本日、小暮 博光委員、野津 喬委員、上原 泰二委員

より、欠席のご連絡を受けておりますので、ご報告いたします。 

また、「本庄市総合振興計画審議会規則」第２条の規定により本

会議は公開とします。同規則第３条の規定により、本会議の開催

につきまして市ホームページで公表し、傍聴人の定員について定

員数１０名としてご案内したところ、本日の傍聴希望者はござい

ませんでした。 

また、本庄ケーブルテレビ様より撮影の申出がありました。な

お会議録作成のため、事務局にて本会議を録音させていただいて

います。また会議の様子を写真撮影させていただきます。計画策

定にあたり、市ホームページ等に掲載させていただく場合がござ

います。あらかじめご了承ください。 

（配付資料の確認） 

これより会議を開催させていただきます。 

ここからは、次第に沿って進めさせていただきます。はじめ

に、本審議会の会長である広瀬会長よりごあいさつを頂戴したい

と思います。 

広瀬会長、よろしくお願いいたします。  

広瀬会長 皆さん、こんにちは。本日は第２回本庄市総合振興計画審議会

をご案内申し上げたところ、お忙しい中ご参集賜り、ありがとう
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ございます。本日は、総合振興計画後期基本計画（素案）につい

て、教育文化分野、そして行財政経営分野、そして序論について

審議していただくわけでございますが、皆様方におかれましては

忌憚のないご意見をいただく中で慎重審議を賜りますようお願い

し、簡単ではございますが会長としてのあいさつといたします。

何卒よろしくお願いいたします。 

事務局 

（企画課長） 

ありがとうございました。次に進めさせていただく前に、今回

初めて出席される委員の方がいらっしゃいますので、ここで簡単

に自己紹介をいただきたいと思います。 

（委員自己紹介） 

皆様ありがとうございました。ここで、改めて「本庄市総合振

興計画審議会」について説明させていただきます。 

「本庄市総合振興計画審議会」は本庄市総合振興計画審議会条

例に基づき、「本庄市総合振興計画」の策定に関する事項について

調査及び審議するため、設置されております。 

この「本庄市総合振興計画」は、本市の将来を長期的な視点に

立って見通し、行政経営を総合的かつ計画的に行うために策定す

るもので、市の最上位計画に位置付けられるものです。本市の将

来像や政策大綱等を示す１０年間の基本構想、分野ごとに施策を

示す５年間の基本計画、具体的な事業計画である２年間の実施計

画の３層より構成されます。 

今回は、このうち基本計画部分の前期基本計画の計画期間が今

年度で終了となることから、総合的かつ計画的なまちづくりを引

き続き推進するため、前期基本計画の検証結果等を踏まえ、新た

に来年度からの５年間を計画期間とする総合振興計画後期基本計

画の策定を進めているものでございます。 

今回の審議会では、この総合振興計画後期基本計画の施策大綱

６分野のうち、２分野「教育文化分野」、「行財政経営分野」及び

計画の導入部分である「序論」につきまして、ご審議いただくも

のでございます。 

それでは、次第の３「議題」に入らせていただきます。議事の

進行につきましては、「本庄市総合振興計画審議会条例第６条第１

項」の規定により、会長が議長となって行うこととなっておりま

す。これからの議事の進行につきましては、広瀬会長にお願いし

たいと思います。広瀬会長、よろしくお願いいたします。 
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広瀬会長  それでは会長が会議の議長を行うということでございますの

で、この後の議題につきまして、議事の進行を私が務めさせてい

ただきます。皆様方におかれましては会議のスムーズな運営にご

協力をよろしくお願いいたします。 

まず、前回の審議会の中でいただいた質問について、本日お答

えすることとなっていました事項につきまして、事務局から説明

をお願いいたします。 

事務局 

（企画課主

査）  

・本庄市転入者数及び転出者数の状況について 

（資料に基づき説明） 

広瀬会長  それでは議事に入らせていただきます。 

はじめに、審議事項「第 1号 総合振興計画後期基本計画（素

案）について ２．教育文化分野」について、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

（企画課主

査） 

・総合振興計画後期基本計画（素案）について（２.教育文化分

野） 

（資料に基づき説明） 

広瀬会長 ただいまの事務局からの説明に対しまして、ご意見、ご質問が

ございましたらお願いします。 

鳥羽委員 私は旭地区の学校運営協議会の委員になっております。その中

で、朝１５分ほど行っている読み聞かせ事業について、非常に良

い制度だと聞いております。保護者の方も長くやっておられま

す。基本計画の中に、この素晴らしい事業について記載すると、

保護者の方も含めて良いと思います。どの項目に書くのかは分か

りませんが、朝の自習の時に１５分ほど昔話や本の読み聞かせを

月に一度やっておられます。基本計画に記載していただくと励み

になると思います。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

ただいまの朝の読み聞かせについては、今回の計画の中には入

っていないのですが、該当する項目は大項目２「豊かな心と健や

かな体の育成」のページになると思います。具体的に入れられる

かは検討させていただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。  

広瀬会長 ほかに質問がありましたらどうぞ。 
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内田委員  まず１ページの現況と課題で記載のある「本庄型授業スタンダ

ード」とは何が本庄型なのか教えていただきたいです。その上の

「経験したことのない未知なる課題に対応できる力」は具体的に

どんな力なのか教えていただければと思います。 

次に、めざす姿のところで「自ら学び主体的に判断・行動し」

とありますが、成果指標を見てもどの項目でこれを評価するのか

分からなかったので教えてください。下の赤字の施策中項目で、

「ＩＣＴを活用した指導方法の工夫改善」とありますが、具体的

にどのようにするのか計画があれば教えてください。 

次の３ページのめざす姿で「一人一人が自分らしさを発揮し」

というのが分かりにくいので、どういう考えかお答えください。 

４ページ中項目４「道徳教育の充実」のところで、無言膝つき

清掃について以前から取り組んでいるところですが、自己有用感

と膝つき清掃にどういう関係があるのか教えていただきたいで

す。 

６ページの説明の中で、「避難所になっている小中学校があるの

で全ての利用者にとって安全安心」という話がありましたが、地

域の方の声を聞くのが大事だと思います。協働の取組のところで

記載がありませんので、避難所となってどういうところが不便な

のか、どういう設備が今足りないのかというのは協働でやった方

が良いのではないかと思います。その辺の考えについてお伺いし

ます。 

７ページ大項目４「生涯学習の活発化」のめざす姿で、週末等

の講座を増やすと書いてあります。具体的にどういう講座を考え

ているのか、指標では市民総合大学についてしか記載がないの

で、週末に市民総合大学の講座を増やすことを考えているのか、

その辺の整合性についてお聞かせください。また、図書館につい

て、若い世代が学習・交流の場として活用していますとあります

が、若い世代が学習・交流の場として活用しているかどうか、「図

書館の利用者数」でどのように測っているのか、考えをお聞かせ

いただければと思います。 

９ページで、先ほどは説明がなかったのですが、主な事業一覧

のところで「活動拠点」「居場所」という記載が増えました。これ

の説明をお願いします。 
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事務局 

（教育委員会

事務局長）  

まず１ページ目の「本庄型授業スタンダード」というのはどの

ようなものかというご質問について説明をさせていただきます。

こちらについては、現行計画ではアクティブラーニングとして書

いてあります。能動的な学習のことですが、この要素を取り入れ

まして本庄型授業スタンダードとしております。具体的には子ど

もが自ら考え、判断・行動し、仲間と話し合い、協力して課題の

解決をする授業スタイルとなっております。実際の授業において

は、課題について先生がめあて、見通しを示し、子どもたちが話

し合って学び合い、自分で考えて学ぶ時もあります、そういった

形で学び合いをし、まとめ、最後に振り返るという形の授業を本

庄型授業スタンダードということで本市では呼んでおり、授業改

善をしております。 

次に、未知なる課題とはどのようなものかというお話です。具

体的にどのようなものかとなりますと、例えばコロナウイルス等

が未知なもので、そういった際に自ら考えて行動できるようにな

ることを考えております。 

また、同じページのめざす姿「自ら学び主体的に判断・行動

し、よりよく問題解決できる」については、「確かな学力」を詳し

く説明しているものです。具体的には、教育大綱の中で実際に使

っている内容で、重点施策というものがあります。その中で、自

ら考え判断し、表現することにより問題解決する確かな学力とい

う表現をしておりますので、確かな学力について詳しく記述させ

ていただいたということでございます。成果指標については、確

かな学力ということで、上に載っている学力調査やそういった項

目がそれに該当するものであると考えております。 

四点目の質問で、施策中項目１のＩＣＴを活用した指導内容の

工夫改善について、どのように誰がやるのかという質問について

です。これは、先生が子どもたちにＩＣＴを活用して指導の一助

となる指導方法を工夫するということで、研修や支援員の力も借

りて行っています。 

五点目の質問で、３ページのめざす姿で新規に追加した「児童

生徒一人一人が自分らしさを発揮し、「明日また行きたい」と思え

る学校となっています」の自分らしさの発揮についてです。これ

は、やはり子どもたちが明日もまた学校に行きたいと思うには自
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分らしく輝いていることから、まずは学校に行きたいと思うこと

に繋がるということで、入れさせていただきました。 

４ページの無言膝つき清掃が自己有用感につながってくること

についてですが、清掃やボランティアをすることにより、お互い

がたたえ合うことで自己有用感も高まるものと考えております。 

次の質問、６ページの学校施設の整備充実という部分で、避難

所の想定をしたことについてです。これは、避難に関する担当部

署がありますので、別途検討させていただければと思います。 

次の八点目の質問、７ページのめざす姿「週末等の講座が増え

る」というところで、「夜間」を削除しましたのは、夜間に講座を

開催してもなかなか参加していただけないということで、削除さ

せていただきました。週末等の講座ということで、例えば市民総

合大学等の講座を週末等にできるものは増やしていきたいという

ことでございます。 

続きまして九点目の質問、図書館についてですが、小学生や就

学前の子どもたちにはたくさん使っていただいています。若い世

代と言いましても、中高生の利用が少ないということで、ここで

は課題として挙げております。 

十点目の質問、９ページ「青少年の健全育成」のところの活動

拠点、居場所についての説明ですが、生涯学習課で実施しており

ます「学ぼう舎」というものがこれに該当します。令和２年度か

ら始めたもので、８ページ中項目４「青少年教育の充実」にも出

てまいります。安全安心な子どもの活動拠点で子どもたちの居場

所づくりを行うという事業で「学ぼう舎」を令和２年度から実施

しております。具体的には、隔週土曜日の午前中になりますが、

公民館等を利用して学習、あるいは様々な体験をし、居場所づく

りを行っているものでございます。 

広瀬会長 ありがとうございます。 

内田委員 お答え、ありがとうございました。２回目は質問というより意

見としてご参考にお話しさせていただきます。 

まず１ページの本庄型授業スタンダードの件ですが、ご説明い

ただいたアクティブラーニングの本庄型ということだったと思い

ます。ただ、鍵括弧で「本庄型」と銘打ってあります。今の説明

では、普通のアクティブラーニングの説明なだけなので、何かこ

れが本庄型というのがないと分からないので、ここが特徴的なの
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だというのを見出して展開していただくと良いのかなと思ってい

ます。 

また、ＩＣＴの指導方法の工夫改善について、教員の年代にも

よると思いますが、月に何回やるというのを設けていただくと推

進されていくのではないかと思いました。 

３ページ「豊かな心と健やかな体の育成」のところで、「自分ら

しさを発揮し」という部分をお聞きしました。多様な児童生徒が

いて、輝くことがすべてではないというか、キラキラしているこ

とが良いことだというように取られては嫌だなと思いました。特

に目立たずに、何もなく過ごせることが良いのだという子もいま

すので、その辺の多様性を考えていただきながら文言を入れない

と、全ての児童生徒が毎日楽しくて仕方がなくて、華やかな生活

をしなければいけないのではないかという考え方にも見えますの

で、私は前の書き方の方が良いかと思いました。これは新しいと

ころなので、今の考え方なのかもしれませんが気になりました。 

それに、関連するＳＤＧｓとして、ジェンダー平等が入ってい

ます。おそらく人権のところになると思いますが、何か一つくら

いその辺の記載があっても良いと個人的には思います。 

また、図書館についての説明をいただきました。事務局長もご

覧になったことがあると思いますが、はにぽんプラザなどを見て

いると、階段まで使って若者、特に高校生が勉強している様子が

見受けられます。図書館もしっかり整備をしてあげれば、距離的

にはそんなに遠い場所ではありませんので、利用者も増えるでは

ないかと思います。その辺も考えていきながら総合的に対策をし

ていただければ、図書館利用も増えるかなと思っております。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

まず一点目、本庄型授業スタンダードの特徴ということです

が、専門の先生の協力をいただいて、こういった形の授業スタイ

ルを市として行ってきたということで、確かに、他と違いがある

のかというと、特徴としてこれというものがないのが現状です。 

二点目、ＩＣＴの関係で、確かに先生の年代も様々ではありま

すが、しっかりと指導できるのかとご指摘がございました。こち

らについては、確かに先生の間でも得意不得意があります。これ

については、ＩＣＴ支援員のほか、得意な先生もおり、苦手な先

生の手伝いもしています。指標については、各学校でどれくらい

行っているか調査もしておりますので、それによって状況が把握
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できていくと思います。そういった数値を挙げていくことで、活

路が見えて進んでいくものと考えております。 

次に、３ページのめざす姿「自分らしさ」の部分ですが、確か

におっしゃる通り、華やかでなくとも楽しく学校に行くというこ

とは実際にあることだと思います。ただ、「自分から行きたい」と

思いながら行くことで、自分らしさが発揮できるのではないかと

思い、そのような表現とさせていただきました。 

また、ジェンダーについての記載については検討させていただ

ければと思います。 

図書館について、はにぽんプラザで高校生が勉強を一生懸命し

ているというお話でございますが、図書館でも３階で勉強できる

スペースもあります。それを活用できるような形で周知するな

ど、利用者も増えるようにしたいと考えております。 

広瀬会長  ありがとうございます。 

明堂委員  ５ページのところで伺いたいのですが、最近、部活動の指導に

学校の先生たちは体力や時間を取られて大変だということで、中

学校の部活動は生徒にとっても比重が重いものです。５ページで

は、部活動支援員の記載があり、本庄市では支援員を入れている

と思うのですが、実態はどうなのか、これからどうするのか、お

聞きしたいと思います。文化部でも同様です。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

学校の部活動の指導員の状況を説明させていただきます。部活

動指導員は、会計年度任用職員３人が中学校に入っております。

部活動については、これまでお手伝いしていただいた方もそうな

のですが、部活動は学校活動の一環ということで、経験を活かし

ながら指導をしていただいています。学校の先生を経験した方に

も指導員をやっていただいています。部活動にもいろいろあり、

野球、サッカー、バスケなどいろいろな競技がありますが、学校

の先生も自分の経験したことのない種目の顧問を任されるケース

もありますので、そういったところに指導員を充てていくという

ことで進めております。 

今後のことになりますと、今、国で部活動の地域移行が進めら

れており、昨日もスポーツ庁の有識者会議で提言がなされたとい

う報道がありました。部活動につきましては令和５年度以降、段

階的に地域に委託していくことで、国では提言がなされており、
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今後、そういった検討をしていくことになると考えております。

休日については、民間、地域移行していくということで来年度以

降進めていきたいと考えております。文化部についても、有識者

会議で検討しているということで、こちらもまた方針が出るもの

と考えております。文化部につきましては、現在部活動指導員が

入っておりません。現状としては、運動部ということになってお

ります。指導員の方を探すことの難しさを感じております。部活

動につきましては、指導員を充てられるところについては充てて

いる状況です。 

明堂委員  スポーツ人材とか文化人材とか、本庄市では部活動の指導に入

れるような人材育成も少し積極的に、意図をもってやっていただ

けるのかということと、もう一つは先生の資質の向上についても

書いてありますが、部活動への関わり方でいろんなことが変わっ

てくるのではないかと思います。ぜひ人材育成、そしてそれをど

ういうシステムをもってやるのか、市内４中学校の支援としては

少ないのではないかと思います。補助の先生や地域の人がいない

と回らない、非常に偶然に頼っているのではないかという気がい

たします。 

国もそういう方針をしっかり出して、本庄市も積極的にそうい

うことは取り組んでいただきたいと思います。教育の改善の項目

にしっかり入れていただいた方が良いのではないかなと思いま

す。 

部活動の比重が重い割にテーマに入れられていないのが不安に

思いました。お考えをお伺いできればと思います。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

 部活動指導の人材育成のお話でございます。資料１２ページを

ご覧ください。中項目２「スポーツ・レクリエーション団体の支

援」の右側に、総合型地域スポーツクラブ等の支援、様々な組織

の強化というところで、運動部の支援をしていただけるような人

材の育成に関わってまいりたいと考えております。 

広瀬会長  よろしいですか。運動部だけですか、文化部についてはよろし

いですか。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

失礼いたしました。文化部につきましては、様々な文化関係の

指導者の育成については課題だと思っておりますので、こちらに

ついてはまた検討していきたいと思っております。 
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広瀬会長  他にありますか。 

芦澤委員  私は意見というより、要望が入ってくれて嬉しいなというとこ

ろです。８ページ「青少年教育の充実」のところで、「居場所」と

いう文言が入りました。市で居場所をどのように捉えているかは

分かりませんが、ほっとできる場所というように私自身は考えて

おります。その、ほっとできる場所が、今の子どもたちを見ると

どこにもないと思います。自分の部屋、家庭、インターネット空

間、地域、学校、職場など、そういうところに居場所がない子ど

もが増えてきています。そして、内閣府の資料を見ますと、自己

肯定感は居場所の数が多ければ多いほど上がる。今の充実感も、

将来の希望も高くなります。チャレンジ精神も高くなる、社会貢

献も高くなります。これが、内閣府の資料の中にあります。その

「居場所」という言葉が入ってとても嬉しかったです。やはり、

これを真剣に考えて子どもたちの居場所づくりをしていかなけれ

ばいけないのかなと思っておりました。 

 内閣府によると、多様な居場所という言葉も入っておりまし

た。「学ぼう舎」だけではなく、多くの居場所を作ろうということ

が大切なのかなと思いました。 

この中で出てきたのがウェルビーイング、幸福度、その観点か

らも考えていかないといけないと思います。身体的な幸福度でみ

ると日本は１位ですが、精神的な幸福度を見ると３８か国中の３

７位なのです。社会的スキルでは、すぐに友達ができる１５歳の

割合は６９．１％で、３８か国中３７位です。居場所というもの

があると、子どもたちはずいぶん救われる面がありますので、そ

の辺も力を入れてやっていければと思っております。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

今回、居場所づくりということで令和２年度から取り組ませて

いただいています。今後、これについてはもっと充実していきた

いということで考えております。 

これにつきましては、５ページ「教育環境の整備」の現況と課

題の最後のところで加筆しています。小中学校の範囲になってし

まいますが、子どもたち、保護者、学校、地域などがそれぞれの

立場から、児童生徒の放課後の過ごし方について、これについて

の受け皿ということで整備が必要かと考えておりますので、そう

いった意味で居場所の検討をしていきたいと、居場所の充実とい

う点で検討していきたいと考えております。 
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広瀬会長  よろしいでしょうか。時間も、３０分予定より過ぎてしまって

いますので、そろそろまとめていきたいと思いますが、何か皆さ

んありますか。よろしいでしょうか。 

茂木委員  ３ページの現況と課題を見ると、子どもたちの体力合計点は全

国平均より数ポイント高いとあります。１ページを見ますと、同

じく現況と課題で、学力の全国平均を数ポイント下回っていて学

力の向上が大きな課題であるとあります。確かな学力の育成とい

うことですが、何か目標がない限り、どうするのかということに

なります。例えば、全国平均からどのくらい低いか分かりません

が、全国平均を超えることを目標にすれば、市の教育の魅力が実

際に訴えられると思います。数字を入れないのか、あえて入れな

いのかということです。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

学力の関係で、全国平均、県平均というお話だと思います。学

力平均は全国のものと県のものがありまして、参考に全国のもの

で紹介しますと、小学校６年生で国語が全国平均で６４．７、本

庄市は６２、これは正答率での数字ですので２．７ポイントほど

本庄市は低くなっています。６年生の算数では７０．２に対しま

して市が６７ということで３ポイントほど低くなっています。中

学校３年生の国語でも６４．６に対しまして市が５９ということ

で５ポイントほど低くなっています。数学につきましても５７．

２に対しまして本庄市は５０ということで７ポイントほど低いと

いうのが現状になっています。 

こちらにつきましては課題であると認識しておりますが、目標

としては県平均の方が目標になるのかと思います。学力向上に取

り組んでいる中で、成果指標でそういったところを示していきた

いと思っております。目標としては考えておりますけれども、ま

ずは成果指標を上げていくということで進めていきたいと考えて

おります。 

広瀬会長  よろしいでしょうか。 

茂木委員  よろしくお願いいたします。 

杉原委員  １２ページに「体育施設に対する多種多様なスポーツ・レクリ

エーションの利用要望があり、既存の体育施設を利用して行える

スポーツ・レクリエーションを増やしていくことも必要です」と

あります。これはすごく良いことなのですが、「市民一人１スポー



様 式 

14  

ツが定着し、健康で生きがいを持った市民が増えています」とい

うのは、本当なのでしょうか。私には信じがたいです。体育施設

はありますが、平日にできる人は本当に限られていると思いま

す。共働きの家庭が多いので、女性でも土曜日か日曜日になりま

すが、日曜日は家族と一緒に過ごしたいということで土曜日の利

用が多いのです。そうすると、土曜日は学校の行事やイベント、

市のイベントが入っていると、働くお母さんたちが土曜日に使え

ない、日曜日に使えないとなります。体育施設はありますが、市

民１スポーツが本当に定着しているのか、非常に疑問です。これ

は何か統計でもあるのでしょうか。  

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

体育館が休みの日になかなか取れないというお話ですが、シル

クドームとエコーピアがそれぞれ本庄地域と児玉地域に一つずつ

あります。予約につきましては、使いたい月の２か月前に予約が

できることになっております。市としても体育施設をなるべくた

くさんの方に使っていただきたいということから、団体申込の方

が先に予約出来るようになっております。集まって団体というこ

とでやっていただければ、２か月前の初日から予約できるという

ことになっております。個人で申し込まれる場合には、２か月前

の８日からということで若干の違いがありますが、たくさんの方

に利用していただきたいことから団体利用を優先している現状が

あります。 

「市民一人１スポーツが定着し」については、さまざまなスポ

ーツ教室もありますので、そちらに参加していただいて、一人１

スポーツを定着していきたいということでの記述になっておりま

す。 

体育館等の予約についてはそういった状況でございますので、

なるべく団体登録をして使っていただくのがありがたいというの

が現状です。 

杉原委員  お言葉を返すようですけれど、団体登録をしておりまして、１

日から７日までの間は登録団体が優先的に確保できるということ

で、２か月前に予約しております。しかしながら、やはり体育施

設はエコーピアとシルクドームだけなので、市の行事やバスケッ

トの大会やバレーボールの大会、高校生、中学生の大会が優先し

て土日入るわけです。そうすると、土日で働くお母さんたちは全

然できなくて、１か月使えないということが、６月と１１月、年
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に２か月あります。学校の生徒の大会を優先するのはもちろん理

解しておりますけれど、施設があります、一人１スポーツですと

いうことで、きれいな言葉でまとめていいのかというのは疑問に

思います。 

古い話ですが、前の市民体育館を壊して手頃な施設がなくなり

ました。立派な体育施設かもしれませんが、それがあるから良い

というものではないと思います。 

それと、お母さんの健康は、スポーツ、栄養、食事といったこ

とが大事なので、若い頃からスポーツに慣れ親しむお母さんたち

が増えてほしいなというのが希望です。 

大きなものがあれば良いのではないということを皆さんに知っ

ていただきたいということと、一人１スポーツという言葉は良い

けれども、どうなんでしょうか。 

あまりよそのことは言いたくないのですが、公民館でレクリエ

ーションの部屋がある市があります。土曜日・日曜日も使えない

ときは隣の市の公民館を借りにいくこともあります。費用は２倍

かかります。公民館でレクリエーション施設があると、すごく手

軽で、気軽に車に乗れない方も自転車でちょっと行けるというと

ころで、スポーツやレクリエーションができるというメリットは

あります。学校の体育館も良いけれども、学校はやはり狭いです

し、スポーツによっては天井が低くて使えないということもあり

ますので、一人１スポーツを掲げるならば施設の環境を整えてい

ただきたいと思います。一人１スポーツには個人的に違和感があ

ります。 

事務局 

（教育委員会

事務局長） 

施設を増やすということは、なかなか難しい現状があります。

お話のありました市民体育館は、老朽化が進み危険が伴うという

ことで解体をさせていただいた状況もあります。また、公民館の

中にレクリエーション施設があるところもあるというお話です

が、施設という点では今この場でお答えできることはできません

ので、そういった意見があるということで承らせていただきたい

と思います。 

一人１スポーツにつきましては、様々な体験を通してスポーツ

教室等で参加していただいて、将来的に一人１スポーツ定着とい

うところを目標として考えていきたいと思います。 



様 式 

16  

広瀬会長  よろしいですか。他にはございませんか。提案のありました中

では研究、検討していきたいというものもありました。それにつ

きましては、また次回報告ということにいたしまして、本日ご提

案いただきました本案につきまして、決定とさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは本案につきましては、決定とさせていただきます。こ

こで、休憩とさせていただきます。開始時間を午後３時５分とい

たします。 

（休憩） 

それでは再開いたします。続きまして審議事項「第２号総合振

興計画後期基本計画（素案）について ６．行財政経営分野）の

説明をお願いいたします。 

事務局 

（企画課主

査） 

・審議事項第２号総合振興計画後期基本計画（素案）について

（６．行財政経営分野） 

（資料に基づき説明） 

広瀬会長  ただいまの事務局からの説明に対しまして、ご意見ご質問があ

りましたらお願いいたします。時間もおしておりますので、簡潔

にお願いいたします。 

鳥羽委員  デジタル化の推進という形でこれから多くのことをやっていか

ねばならないと思います。ＤＸ対応です。ここに書いてあるので

すが、行政のデジタル化推進とともに、市民に優しいデジタル化

の推進をぜひ進めていただければありがたいと思っています。何

がどう変わっていくのか丁寧に説明していただければありがたい

と思っています。これからの課題になると思いますが、その辺を

進めていただければと思います。 

また、広報については、非常に中身も分かりやすく、丁寧にや

ってもらっています。工夫しながら作成されております。です

が、紙媒体をいつまでも変わりなく発行していくものなのか、当

然ホームページもありますので、有効に、当然紙媒体も必要です

が、今後の方向性の中でどのように考えていくのかと思いまし

た。 

小島南自治会なのですが、今回電子回覧を６月からスタートし

ました。毎月１回ないし２回、回覧をしているのですが、それを
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ダウンロードしてサーバーに載せて、スマホで回覧が閲覧でき

る、だいたい２回くらい閲覧できるようにしました。こういった

取組も一つのＤＸ対応かなと思っております。アパートなどでは

ほとんど回覧できないのが実態です。電子回覧を使って閲覧でき

るのも一つの施策と思っています。 

もう一つこの中にあってもいいのかなと思うのは、押印です。

ハンコが必要ですか。前も聞いたような気がするのですが、大き

な指針として、ハンコも日本の文化として必要ですが、指針の中

ではハンコは、行政としてどのように考えているのか、部署ごと

で統一されているかとは思っていますが、全体として指針の中で

はどのように推進していくのか回答が必要かなと思いました。 

事務局 

（総務部長） 

 行政のデジタル化ということで市民に優しいデジタル化の推

進、丁寧な説明ということでご質問を頂戴しました。まずデジタ

ル化を推進している中で皆さんが使えないといけないということ

がありまして、一つ例に挙げさせていただくとすれば、例えばス

マホが使えない方にはそのような講座も始めております。そうい

った講座を通して、少しずつでも皆さんが使えるような形になっ

ていけば良いなということで、こうした取組を進めていきたいと

考えております。 

 ２点目のご質問、広報について中身が分かりやすく丁寧である

が、紙媒体はどうなのかということでございました。こちらは、

おそらく全国的な問題で、どの自治体も悩んでいるところだと思

います。そういった中で、小島南自治会が電子回覧という先進的

な取組をされているということで、正直驚きました。こうした中

で、常に広報課で部数の調整等について、自治会長さんを通じて

行っています。そういうところを判断しながら部数を減らしてい

くという取組に加えて、今日いただいた意見を広報課の方にもお

伝えしながら。市としても研究していくような内容になるかと思

います。 

 最後のご質問ですが、押印について、いつの間にか消えた日本

の文化をどのように考えていくかということでございました。全

体的に市の指針としましては、ご承知の通り、押印をなくしまし

ょうということで、コロナの関係もあろうかと思いますが、色々

な対策の中で、実際に令和３年度までに市の方で必要な押印の見

直しについて全庁的に取り組みました。市民目線から見て完全か
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どうかというのはございますが、不要なものについてはすでにな

くしておりますので、そういったことから今回の計画では具体的

なことが載っていないという状況でございます。 

広瀬会長  よろしいでしょうか、他にございますか。 

内田委員 １ページの「市政情報の提供の充実」のところですが、まず皆

さんもお感じかと思いますが、リニューアル後のホームページが

見にくいということがあります。おしゃれには感じるのですが、

情報が入りにくく、それと下のはにぽんが邪魔なのです。企業の

ページなどでは、あのようなものは消せるのですが、はにぽんは

消えません。色々なお話をもらっているのですが、本当に見たく

なるページというのは、指標の更新件数というところになってく

るものだと思います。写真も定期的に変わりますし、掲示板機能

もついて、そういったところは非常に良いと思うのですが、見た

くなるページにするというのも大事だと思いますので、その辺は

どう考えているのかお伺いします。 

また、「市民の声」というところに関わってくるのですが、市長

からＳＮＳによって様々な情報が出ています。そういったものを

やっている方には見えるのだと思います。ただ、「ワクチンの予約

すら危ない状況でした」と市民の声にあるように、情報が入って

くることは非常に大事で、先ほど鳥羽委員からも紙を必要であれ

ば残すとありました。その中で、今回の総合振興計画の策定の中

で、コミュニティ放送というものが出てきています。市政情報の

多角化に合わせて、コミュニティ放送が入っていることが届いて

いない方に対して届けることにつながるのか、リンクしているの

か疑念を抱いております。コミュニティ放送で流してもらうこと

は、効果はゼロではないと思うのですが、その情報をもらおうと

したら朝から晩までずっと聞いていないと情報が取れないという

ことになるし、例えば、一度聞いただけでは「そうなのか」とは

ならないので「今何を言ったのだろう」ということも、もう一回

は聞けないので、コミュニティ放送が役に立つのか私自身分から

ないところがあります。その辺が、多角化を図るつもりが、本当

に多角化になっているのかという気がいたします。困っている市

民の声を聞くということが入ってこないと、インターネットは使
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いません、ＳＮＳも見ません、だけど情報は取りたいという方に

対し、どのようなものが具体的にあれば良いのか、掲示板が良い

のか分かりませんが、困っている市民の声をしっかり聞くのが良

いのではないかと私自身は思っております。 

次に３ページですが、現況と課題のところで、部局間の連携の

強化について記載がありますが、どのように強化していくのか疑

問に感じています。それは、４ページの協働のところに関わって

くるのですが、こちらもやはり窓口を含めていろんなご意見を持

っている方がいると思います。例えば何でもやる「すぐやる課」

のようなものがあった方が良いのではですとか、ペアリングがあ

った方が良いのではないか、そういう市民の声を聞く、あるいは

公共施設の決定について指定管理者に委託するというのはどうい

うところが良いのではないかという、市民協働があっても良いか

と思いますが、どうお考えでしょうか。 

６ページ早稲田大学の関係ですが、めざす姿のところに「知的

資源に恵まれた都市」という文言がありますが、ここ以外であま

り見たことがありません。どこかで出しているのか、あまり聞か

ないので、後半に関わってきますが、メディア戦略やシティプロ

モーションの観点からも、この文言がどのように活かされている

のかお伺いします。 

８ページ、行政のデジタル化の推進に関わるところですが、成

果指標のマイナンバーカード交付率の目標値１００％は絶対達成

できないものですが、なぜこのような目標を設定するのかを理由

を聞かせていただきたいです。あるいは、絶対にできるという取

組があるのであれば、それは併せてお知らせいただければと思い

ます。できないことを目標にするのはあまり良くないと思いま

す。 

最後に、１１ページの自主性・自立性の高い財政運営のところ

で、メディア戦略を駆使したシティプロモーションのところにつ

いてです。この辺のメディア戦略やシティプロモーションの計画

を、このようにやっていきますという考えがあればお聞かせくだ

さい。協働による取組で、あえて「高校生等」と書いたというこ
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とは、高校生に何かをしていただこうという考えがあるかと思い

ますので、現状の計画をお聞かせいただければと思います。 

事務局 

（企画財政部

長） 

まずホームページ関係のご質疑でございます。見にくいという

ご意見、また、はにぽんが邪魔ではないかということについて、

一昨年にホームページをリニューアルいたしまして、なるべく使

いやすい、欲しい情報が取得しやすいという考えのもとにホーム

ページを７年ぶりにリニューアルしたわけでございます。内田委

員がおっしゃったようなご意見もいただくところではございます

が、概ねホームページの内容としては好評をいただいております

ので、こちらは定期的に改修等も行う機会があるかと思いますの

で、ご意見につきましては、反映できるものは反映していきたい

と考えております。 

二点目はコミュニティ放送の関係でございます。今回１ページ

の施策中項目１「広報広聴活動の充実」の中で、新たにＳＮＳ及

びコミュニティ放送を追加させていただいたところでございま

す。コミュニティ放送を行っていく上で、少し分かりづらいとい

う趣旨のご意見かと思います。コミュニティ放送についてご説明

させていただきますが、コミュニティ放送は国、総務省が平成４

年から定めた制度です。昭和の後半に入り、国民の価値観や生活

様式が変わっていく中で、県域よりも小さい地域で、放送対象も

色々な多様性をもった放送が必要ではないか、という機運が高ま

ったことを受け、総務省の方で制度を定めたものです。コミュニ

ティ放送の内容としては、ＦＭ放送によりまして、地域の話題や

行政、観光、交通など、地域に密着したきめ細やかな情報を提供

することと定義がされています。 

本市におきましては、令和３年４月に「ほんじょうＦＭ」とい

うコミュニティ放送が開局になったわけでございます。本市で

は、冒頭申し上げましたコミュニティ放送の意義などを鑑みまし

て、まずは市政情報の多角的な発信ということで市民の皆様に広

報をお伝えする媒体を一つでも広げようということで、まずは声

による広報を一つ増やすということで事業化したものでございま

す。現在、平常時におきましては、広報ほんじょうに載りました

インフォメーションやお知らせなどを平日一日３回、決まった時

間として午前８時前、１２時の少し前、夕方６時少し前と、毎日
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定時に放送枠を確保して、紙面だけでなく声でお届けするという

趣旨で行っております。コミュニティ放送の今後ですが、現在は

広報の多角化という位置づけで行っておりますが、今後につきま

しては市役所のその他の市政情報について、こういったツールを

使いまして積極的に広報以外にお伝えしなければならない部分を

やっていけたらと考えております。 

また、４月・５月に入りまして水道管の漏水が何件か続いてい

ます。水道管漏水による停水の情報なども、現在随時ほんじょう

ＦＭさんを通じてお伝えしているというようなことも行わせてい

ただいております。 

またもう一つ、重要なことでございますが、災害時におきまし

ては、ラジオ放送はラジオをお持ちであれば停電になってもＦＭ

放送を聞けるという利点もございます。こちらは、市役所と協定

を結んでおりますが、災害時の市役所からの情報等を伝達する一

つの手段としても考えております。コミュニティ放送につきまし

ては、現在こういった考えのもとに事業を進めており、後期基本

計画の中にも盛り込ませていただいたところでございます。 

三点目ですが、３ページの現況と課題の中にございます「部局

間の連携の強化」という文言についてです。こちらの表現につい

ては、行政がこれまで各セクションを設けて事務等を行ってまい

りましたが、昨今では部局間をまたがって対応しなければならな

いような事案がかなり増えております。こういったコロナの際な

どもそうですが、いち早く対応できるような形での部局間の連携

のイメージをしておりまして、新しく組織を作るということでは

なく、迅速に対応できるような形で行っていくということをイメ

ージしております。 

四点目がブランドイメージのお話でございます。６ページの早

稲田大学との施策の推進の部分でございます。めざす姿の中に

「知的資源に恵まれた都市というブランドイメージ」があるとい

うことで、こちらは前回から用いている表現でございます。まさ

に早稲田大学による知的資源を打ち出して、ブランドのイメージ

としてＰＲしていければと考えたところです。 

続きまして、マイナンバーカードについてでございます。８ペ

ージの成果指標の中の二点目でございます。これまでは公衆Ｗｉ

－Ｆｉ環境の施設数ということにしておりましたが、実はＷｉ－
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Ｆｉについては、コロナ禍による臨時交付金を使いまして、市内

公共施設へのＷｉ－Ｆｉ設置が完了しましたので、指標から外さ

せていただきました。それで、新たな指標としてマイナンバーカ

ードを設定させていただいたところです。マイナンバーカードに

ついては、その普及率、交付率が国から１００％を目指しなさい

というものがきておりますので、難しいというお話はございます

が、設定をさせていただいたところです。 

最後に六点目、１１ページになります。中項目６「まちの魅力

創造」の部分でございます。こちらは今回新たに追加をさせてい

ただいた中で、「メディア戦略を駆使したシティプロモーション」

という表現をさせていただきました。また、高校生という表現も

加えさせていただいております。この２点につきまして説明をさ

せていただきます。 

昨年度令和３年度から予算をつけておりまして、ＳＮＳ等の媒

体、またメディアを利用した本庄市のＰＲということで市をアピ

ールする宣伝を行ってきたところでございます。今後もＳＮＳ

や、ＹｏｕＴｕｂｅといった映像等のメディアを活用し、市ホー

ムページ上でもそういったメディアや媒体等を載せたうえで市内

及び市外の方にプロモーション活動をしていくということで記述

をさせていただいたところです。 

また高校生の記述につきましては、ご案内の通り本庄市には高

校が６つ、特別支援学校高等部が１つ、合わせて高校生世代の学

校が７つあります。広報課では、３年間通っていただいている高

校生たちに本庄市へ愛着をもっていただいて、卒業後も本庄市に

関わっていただきたいということで記載させていただきました。

国の表現では関係人口という言葉になりますが、関係人口になっ

ていただいて将来的に本庄市におせっかいをしていただければ

と、また本庄市に興味があれば移住をしていただきたいというこ

とで、今回、まちの魅力創造の中でプロモーション活動に含め

て、特に高校生を関係人口にしていきたいという意思を含め、こ

ちらに記載させていただきました。 

内田委員 たくさんあるのですが、時間がないので二点だけ意見を言わせ

ていただきます。 

最初のコミュニティＦＭの件ですが、ラジオというものは一方

通行なので、やりました、出しましたで、ちゃんと指標で分から
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ないと本当に効果があったのかは全然わからないです。例えばケ

ーブルテレビやＮＨＫもそうですが、正時になったらニュースを

やっているとか、そういう状態になればＦＭをつければ分かると

思いますが、８時・１２時・６時で、どのくらいの情報量を読ん

でいるのか分かりませんけれども、しっかりと、小出しにするの

ではなく、例えば毎日９時から９時半は本庄市の市政情報の時間

と、そういう風にしていった方が効果がもしかしたらあるかもし

れないし、その辺はしっかりと研究をしていただいて、やってみ

てどのようなものが良いか検証しながらやっていただけると良い

のかなと思います。 

もう一点は、マイナンバーカードのところですが、やはり１０

０％という目標は絶対に無理だと思います。他の目標設定でもこ

ういうことはやらなくて、本庄市の児童生徒が全国学力１位にな

るとか、掲げるのは良いのですが、普通はそういうことはしない

で、現実的な数値でこれを頑張ろうと、高すぎる目標はないのと

同じで、その辺はしっかり考えていただきたいと思います。 

事務局 

（企画財政部

長） 

ＦＭにつきましては昨年の１０月から、議会で説明をさせてい

ただいてご承認をいただき、市の番組枠ということで始めさせて

いただいております。これでちょうど半年たちまして、ご意見に

ある通り、今後一方的に広報と情報を流しておくだけで良いのか

というのは中でも検討しています。色々な市の関わり方があるの

ではないかということ、また、番組を行っていただくには予算等

もありますので、そういったことを総合的に検討させていただき

たいと思います。 

マイナンバーカードについては先ほども説明させていただきま

したが、１００％はとても無理だというご意見でございますが、

こちらもいったん引き取らせていただいてよろしいでしょうか。

検討させていただきます。 

広瀬会長 他にありますか。 

戸谷委員 １ページと２ページの部分につきまして、毎日ご協力をいただ

きましてありがとうございます。市民ニュースということで毎日

やっているわけでございますが、毎日コロナの放送もやっており

ます。また、広報課からもお話があれば、その日のうちに夜９時

から、一番乗りで放送を作らせていただいています。そういうこ
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とで、本庄ケーブルテレビ、ほんじょうＦＭ放送ということで、

コミュニティ放送ということで書いてはあるのですが、ぜひ本庄

ケーブルテレビ、ほんじょうＦＭ放送と具体的に名前を持ってき

てもらいますと、何かにつけて市の広報に協力しているというこ

とが分かっていただけると思います。確かに本庄ケーブルテレビ

は加入しないと見られない仕組になっております。しかし、はに

ぽんプラザとアスピア児玉ではテレビ放送をさせていただいてい

ます。 

また、市民第１と第２チャンネルと２つあるのですが、データ

放送を入れています。それは、本庄市のホームページとリンクし

ております。常に自動的にリンクしたものがそこから出すことが

できるように仕組を作りました。開設して２３年目に入ります

が、日々市民の皆さんのためのニュースを一生懸命やっておりま

す。かなりの情報量を流していると思っております。入学式、卒

業式についても、教育委員会の皆さんとご相談をさせていただい

てすべての小学校１２校、中学校４校、すべての卒業式と入学式

をやりました。かなりの広報活動をということで頑張ってやって

いるわけでございます。そういったわけで、大変手前味噌で恐縮

ですが、具体的に本庄ケーブルテレビ、ほんじょうＦＭラジオを

いうことで具体的に入れていただきたいです。どうぞよろしくお

願いします。 

事務局 

（企画財政部

長）  

１ページの現況と課題の欄の記載、また施策中項目の記載の関

係でございます。こちらは、実は現況と課題の方に本庄ケーブル

テレビ様の記載がなく、２ページの主な事業一覧に記載をさせて

いただいております。こちらの記載の違いの理由でございます

が、市が主体的に情報発信を行っているという言い方で記載をさ

せていただいているのが現況と課題で、広報ほんじょうホームペ

ージ、ＳＮＳということで、市の方が情報を流しますという主体

をもって行っておるものを書かせていただいております。ケーブ

ルテレビ様には市の情報を流していただいているのですが、ケー

ブルテレビ様に取材をいただいたうえで、ケーブルテレビ様から

放送していただいている形になりますので、あえてこちらには記

載はしていなかったわけです。２ページの方で、事業としては今

後もケーブルテレビ様を使わせていただいて行っていくというこ

とで記載させていただいています。 
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戸谷委員 1ページに具体的に載せて、問題はあるのでしょうか。 

事務局 

（企画財政部

長） 

1 ページの現況と課題の中で情報発信を行っていますという書

きぶりをしています。今後、市の方が積極的にケーブルテレビ様

にお願いをする形でいくというものであれば情報発信という位置

づけで考えておりますが、現状ではなかなかそこまでいけていな

い部分がございます。先ほどご説明させていただきました通り、

主体的に行っているかという書きぶりでの整理となりますので、

１ページに書くのは主体的ではないので書けないという整理にさ

せていただきたいと思います。 

戸谷委員 確かに、全てというものではないのですが、こういったことを

広報してほしいとご依頼を受けた時もあると思うのですが、いか

がでしょうか。 

事務局 

（企画財政部

長） 

こちらから依頼もあったのではないかというお話でした。コロ

ナ禍においては、市長の放送をしていただきたいという依頼を昨

年、一昨年と行ったことは確かにございます。今後の話等もござ

いますので、その辺は内容をどういった形で市の方とケーブルテ

レビ様で今後行っていけるかという部分を詰めないとなかなか難

しい部分もあるかと思います。いったんそこはお話をさせていた

だくということでよろしいでしょうか。 

戸谷委員 載せると不都合なことはありますか。具体的に不都合なことが

市民にとってございますか。 

事務局 

（企画財政部

長） 

特に市の方で不都合はございません。ただ、市の方で積極的に

このお願いをして載せていっていただけるということがお互いで

きれば、そういったこともメディアの一つとしてご提供していた

だけるのは問題ないかなと思います。その辺は少し調整させてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

広瀬会長 本庄市の最上位計画が総合振興計画ですから、この中で本庄市

として広報活動の充実をどのように図っていくか、それが市のホ

ームページとか広報ほんじょうを使い、市から直接的に発信する

ものについて、様々な媒体をということで記載してあるのが１ペ

ージだと思います。２ページでは、本庄ケーブルテレビさんとか

テレビ埼玉、ＦＭラジオ、こういうものを使いますと具体的に記
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しているということです。本来であれば、他にも何々新聞とか、

色々なものを書く必要性も時代によってはあろうかと思います。

ただ、今の本庄市が情報発信するにはこの３つ、プラスアルファ

として広報ほんじょうとかホームページを選出しているというこ

とでご理解いただければと思いますが、その辺はいかがでしょう

か。 

戸谷委員 はい、分かりました。では、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。ありがとうございました。 

広瀬会長 ありがとうございました。他にどうですか。 

清水委員 一点だけお願いします。３ページの成果指標のところなのです

が、高ストレスと判定される職員の割合の値を８％から１０％に

訂正するというようになっています。前回は８．２４％だから目

標は８％と書いてありました。今回１０％に修正するのは現状値

が１０％より高いという理解でよろしいのか、その辺をお願いし

ます。 

広瀬会長 事務局お願いします。 

事務局 

（総務部長） 

３ページの高ストレスと判定される職員の割合について、下に

書いている通り目標値を８％から１０％に修正した説明というこ

とでございますが、まず厚生労働省の基準が高ストレス者という

ことで１０％と謳っているのが一点ございます。本市の、例えば

令和２年度の調査結果によりますと、高ストレス者が１０．

４％、令和３年度につきましては１１．０％という状況になって

ございます。そうした中で８％という数値を維持しようとする

と、高ストレス者を出さないようにするような無理な力がかかっ

たりするというのはよろしくないだろうという話が担当からござ

いまして、実際にこちらについては厚生労働省の基準やここ数年

の実情を踏まえて８％から１０％に修正をさせていただきまし

た。 

清水委員 一点だけお願いします。１０．４％とか１１％というように増

えているということでございますが、これに対する具体的な対処

の方法はお考えになっているのかをお願いします。 



様 式 

27  

事務局 

（総務部長） 

高ストレス者が増えていることに対する対策でございますが、

具体的には令和４年度から始めている事業がございます。５ペー

ジに書いてございますが、主な事業一覧の一番下１６番目のオン

ライン個別相談の実施ということで、ここに記載されている通り

高ストレスと判定される職員の割合が増加していることを踏ま

え、臨床心理士あるいは公認心理師の専門的視点による相談、５

月よりオンライン個別相談を始めております。実際に、ストレス

による不調に早めに対応できるような環境づくりということで事

業を始めてございます。 

広瀬会長 他にございますか。よろしいでしょうか。 

古閑委員 ９ページの主な事業一覧の３番目で、公衆Ｗｉ－Ｆｉ環境の整

備が削除となっていますが、何か理由はあるのでしょうか。 

事務局 

（企画財政部

長） 

先ほど説明をいたしましたが、一昨年からのコロナ禍によりま

して、国からコロナ対策の交付金が交付されております。本庄市

ではこの交付金を使いまして、市内公共施設にＷｉ－Ｆｉ環境を

整え、密にならない状況で仕事や勉強ができる環境を整備しよう

ということで、公衆Ｗｉ－Ｆｉ環境整備を実施いたしました。令

和２年度におきまして、目標とした整備が終わりましたのでこち

らは今回削除させていただきました。 

古閑委員 Ｗｉ－Ｆｉ環境をなくすということではないですね。今あるも

のは使えるということですね。 

事務局 

（企画財政部

長） 

事業名がＷｉ－Ｆｉ環境の整備というタイトルで事業名を掲げ

させていただいておりましたので、整備が終わりましたので取ら

せていただくということでございます。 

古閑委員 今あるものは使えるのですか。 

広瀬会長 必要な場所にはＷｉ－Ｆｉはそのままありますので、そういう

意味では必要な場所に設定をしたということでございます。よろ

しいでしょうか。 

他に質疑等ございませんでしょうか。ないようでございますの

で、報告等をいただくものにつきましては次回の会議でお願いい

たします。本案につきましては決定とさせていただいてよろしい

でしょうか。 
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（異議なし） 

ありがとうございます。それでは決定とさせていただきます。

ここで休憩とさせていただきます、午後４時１５分から再開いた

します。 

（休憩） 

それでは会議を再開いたします。審議事項第３号、総合振興計

画序論（素案）について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

（企画課課長

補佐） 

・第３号 総合振興計画序論（素案）について 

（資料に基づき説明） 

広瀬会長 ただいまの説明に対しまして、ご意見ご質問がございましたら

お願いいたします。 

内田委員 いくつか絞ってお伺いさせていただきます。まず５ページ、社

会状況のエネルギー分野のところで、２段落目「原子力発電事故

により発生した」という文言があります。ここを、完全にそうで

はないとは言えないのですが、エネルギー供給体制の分散という

のは、技術の革新によるものと助成金によるものが非常に大きく

て、おっしゃるとおり原子力事故によって国が急激に進めたとい

うところはあるのですが、果たして本庄市を取り巻く社会情勢の

中で、こういうような気運が高まっているといえるかという部分

は、私は書き方に違和感を持っています。どちらかというと、社

会的な脱炭素であるとか、地球温暖化にあたって我々は何をしな

ければいけないというところから取組が進んでいるのかなと、や

はりこれは世界的な話なので、間違ってはいないのですがもう少

し工夫した書き方というか、現実に沿った書き方の方が良いので

はないかと思いました。そして、ゼロカーボンシティの話が含ま

れていないので、そういうような社会情勢について、最近は本庄

市も含めて埼玉県内には宣言している都市がありますので、そう

いうところはしっかり入れていった方が良いのではないかと思い

ます。 

８ページの概況と課題のところです。まず一点目は、歴史環境

の中ほどですが、「後北条氏」というのは俗称なので、どうして

も使いたいならば「いわゆる」とつけていただくか、基本的には
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北条氏自体は自分たちを「後北条氏」と名乗っていないので、あ

くまでこれは便宜上つけているだけなので、これは市の出すパブ

リックな文言としては笑われてしまうものかなと思います。 

また、書き方で気になったのは、塙保己一だけ出身地がついて

いて、他の諸井恒平とか石川三四郎を入れていただいています

が、こちらには出身地がついていないので別に保己一だけわざわ

ざ出身地をつけなくても良いのかなと、もしつけるのであればす

べて揃えて出身地をつければ良いと思います。 

１８ページ（５）「シティプロモーションの強化」のところで、

２行目の輝かしい歴史というのも、嘘ではないと思うのですが、

昔はすごかったというだけにしか見えない感じもあるので、地域

に誇れる歴史があるとか、違う書き方が良いかなという気がしま

した。あくまで私の感想です。 

（６）「環境に配慮した取組」のところで、最初のところでかぎ

かっこのとじが抜けていますので、これはしっかりつけてくださ

い。 

１９ページです。（６）「環境に配慮した取組」のところで、公

共施設についての言及が全くなく、家庭や事業所においてという

のはあるのですが、自分たちはどうなのかというのが全くないの

でそれを入れた方が良いのではないかと思います。 

（７）多様性の保障のところで、ＬＢＧＴＱという記載をして

いただいていますが、これは色々な書き方があってどれにするか

というのは非常に悩まれると思いますが、ＬＢＧＴＱ＋にしな

い、あるいはＬＧＢＴＱ＋をつける、といった点で、なぜＬＧＢ

ＴＱを選んだのか理由があれば教えていただきたいです。 

広瀬会長 事務局お願いします。 

事務局 

（企画課長） 

まず初めに５ページ、本庄市を取り巻く社会経済情勢の５番

目、東日本大震災における原子力等の文言のところだと思うので

すが、ここは本庄市を取り巻く環境ということで、全体の気運と

いうところでの記述となっております。 

続きまして８ページでございます。こちらにつきまして、「いわ

ゆる」あるいは出身地等につきましては、持ち帰って確認をさせ

ていただきたいと思います。 
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続いて１８ページでございます。「輝かしい」について、こちら

の言葉につきましても再度検討させていただきたいと思います。 

１９ページ、公共施設が入っていないということにつきまして

も、同じように検討させていただきます。 

最後にＬＧＢＴＱについても、この文言だけでいいのかという

ことについても、併せて検討させていただきます。 

検討という言葉が多いのですが、すべて次回でこちらにつきま

して回答させていただきます。 

内田委員 かぎかっことかは良いのですが、一つだけ検討がなかったので

すけれど、５ページの書き方についてももう少し検討していただ

くというか、今どちらかというとやはり世界的な脱炭素やＳＤＧ

ｓの流れが強く、書いていただいたような「気運があり」という

のは、ないことはないと思うのですが、ちょっと昔っぽいという

か震災直後という感じがしますので、検討していただければと思

います。 

事務局 

（企画課長） 

そのところにつきましても、検討させていただきたいと思いま

す。 

広瀬会長 あと、ゼロカーボンについてはどうですか。 

事務局 

（企画課長） 

ゼロカーボンにつきましては、まちづくりの主要課題のところ

で１９ページ（６）の２段落目から「ゼロカーボンシティ実現に

向けた」というところで記述がございますので、こちらでご理解

いただければと思います。 

広瀬会長 他にございませんか。 

高橋勉委員 ６ページの「まち・ひと・しごと創生の推進」の人口問題とい

うことで、本庄市の人口は非常に縮小しているという大きな課題

の中で、実は人口が減っているということを、色々な書物の中で

言われています。増えるためにはどうすれば良いかというのに当

たって、現実の中ではそういう捉え方を、もう一つの切り口で書

かれたらどうかということについて、ふと疑問がわきました。そ

れは、私たちが「自給自足」という言葉を聞いて反芻して、この

社会の中で自分のところで食べるものは自分のところで作れると

いう社会も、そういった切り口も見てみますと、本庄市には肥え
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た肥沃な大地があります。色々な米であり、麦であり、野菜の出

荷量が大きいのです。そういうものは、この切り口の中でまちも

小さくなり、人も小さくなりどうすればいいかというのも、切り

口を変えてみたら、もしかしたら生産年齢人口も７６歳というの

も、ここであるいは仕組だけ見たら、新しい仕事というのをなか

なか思いつくわけではないのですが、ダブルワークというのも最

近も耳にします。遠くでも仕事ができ、二拠点の仕事があれば、

ひとつには労働時間、通勤時間を活かせる考え方もできます。リ

モートワークのおかげで、私たちには時間的に少し余裕が出てき

ており、そういった面で、新しいビジネスも考えていったら本庄

市が元気になれるのではないかと思います。この中では「まち・

ひと・しごと」という項目で割ときれいに終わってしまっている

ものですから、そういった項目を付け加えることができるかとい

うことで、「自給自足」という言葉から捉えるということもでき

るのではないかと思い、質問いたしました。 

事務局 

（企画課長） 

６ページのところでございます。本庄市を取り巻く社会経済情

勢というところでの文章となってございます。６「働き方の変

化」では、このコロナ禍におきましてサテライトオフィス、オン

ラインでの会議、ダブルワークといったような多様な働き方が求

められている情勢です、ということが書かれております。また、

先ほどお話にありました人口減少の状況が書かれておりますが、

高橋委員のおっしゃる自給自足というところを、こういったご意

見があったということを踏まえながら、計画にご意見を取り入れ

るかどうか、それも踏まえて計画の方で落としていければと思っ

ております。 

ここのページにつきましては、今の社会情勢の把握というとこ

ろで考えているところでございます。 

高橋勉委員 ありがとうございます。実は、この地は農業という肥沃な土地

があるということが財産なのだということ、先ほどの考え方で結

構でございます。 

事務局 

（企画課長） 

貴重なご意見をありがとうございます。また、農業等のところ

は経済環境分野で計画を提示させていただきます。ご意見、あり

がとうございました。 
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鳥羽委員 今のご意見は非常に素晴らしいと思って、一言くらい追加した

らどうでしょうか。 

事務局 

（企画課長） 

そういったご意見があったということで、経済環境分野のとこ

ろで練っているところでございますので、お伝えさせていただき

ます。 

広瀬会長 総合戦略の中でそれに沿ってやっていくと思うのですが、色々

な意見がございますのでお伝えください。他にございますか。 

江原委員 本庄市はＳＤＧｓが人口５万人から１０万人の中でナンバーワ

ンになったことがあったのです。それがどこに書かれているのか

ずっと探していたのです。意図的に外したとか、問題がないので

したら、一行入れておいた方がいいのではないかなと思いまし

た。なかなか一番ということはないので、入れておければ市民の

励みになるかと思います。 

事務局 

（企画課長） 

ＳＤＧｓについては、別の部分で、最初の方に今後本市がどの

ように進めていくかということを含めて記述していきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

江原委員 了解しました。 

広瀬会長 ＳＤＧｓ、確か５年前の時にＳＤＧｓを入れたらどうかという

意見があって、当時の事務局はまだ全国的な話ではないから入れ

られないということだったのですが、その時の委員の協議の中で

入れようということになり、入れたことによって全国一位になっ

たのですよね。 

明堂委員 ６ページに持続可能な都市の実現とありますが、日本は人口が

劇的に減ってしまっているところで、本庄市は頑張っているじゃ

ないですかということですよね。すごく増えているというわけで

はないですけれど、現状維持するだけで大変なのに、外国人も増

えて、分析するとどういう政策を打てば増えるのか。聞く所によ

ると早稲田の社あたりが増えているということですが、その辺は

どうなのでしょうか。 

事務局 

(企画課長) 

 

最初に前回の宿題で出させていただいたところですが、こちら

を見ていただくと、社会増減では増えているということになりま

す。自然減はありますが、社会増になっております。理由は明堂
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委員がおっしゃる通り、早稲田の杜、児玉南の区画整理など、や

はり基盤の整備が一つ要因としてあると思います。後は、本市が

打ち出している施策が功を奏しているのかと思うのですが、その

辺は、なかなかどう判断したら良いのかというところがありま

す。 

明堂委員 そうしますと、今の社会増は区画整理がうまくいったとか、早

稲田の杜の辺りが増えているという分析、それはそれで納得がい

くのですが、自然増、要するに子どもの生まれる数が増えてはい

ない。これからの政策はそちらも頑張らないと、全部埋まれば終

わりかなという感じですよね。区画整理で、今はまだ空き地があ

るからそこに新しい家ができて、東京などから引っ越してくる人

がいるということだと思うのですが、その辺の戦略も考えない

と、全部埋まった時に終わるということになりますが、どうなの

でしょう。 

事務局 

(企画課長) 

 

おっしゃる通りだと思います。出生率はどんどん下がっており

ます。本市の場合１．１３だったでしょうか、だいぶ下がってい

ますので、この辺をどうしたらいいかというのは今後考えていか

なければならないと思います。そこで、まち・ひと・しごと創生

総合戦略でしっかり考えていかなければいけないところかなと思

います。 

広瀬会長 他にございますか。ないようですので、この辺で締めさせてい

ただきます。ご異議なしということで、本案件につきましてはこ

れで決定とさせていただきます。 

これで本日の議事は終了となります。進行を事務局にお返しし

たいと思います。慎重審議に感謝申し上げます、ありがとうござ

いました。 

事務局 

(企画課長) 

皆様、慎重な審議をありがとうございました。また議長を務め

ていただきました広瀬会長にお礼申し上げます。 

続きまして次第４「その他」でございます。今後のスケジュー

ル等につきまして事務局から連絡がございます。 
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事務局 

（企画課課長

補佐） 

事務局より三点ご連絡申し上げます。 

一点目、本日の会議の会議録の案につきましては後日委員の皆

様にお送りしますので、お手元に届きましたら内容をご確認いた

だき、記載内容に修正等がある場合には事務局までご連絡をお願

いします。 

二点日、次回審議会ですが、政策大綱６分野のうち経済環境分

野と都市基盤文化分野の２分野と、基本構想についての土地利用

構想の部分についてご審議をいただく予定でございます。会議の

開催は７月８日金曜日、午後１時半からを予定しております。皆

様におかれましては引き続きよろしくお願いいたします。 

三点目、本日の報酬６，２００円については、税額分を差し引

きました５，６６０円をご指定の口座に今月中を目処に振り込み

させていただく予定です。 

事務局からの連絡は以上です。 

事務局 

(企画課長) 

それでは次第５ 閉会にあたり、岩上副会長よりごあいさつを頂

戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

岩上副会長 審議委員の皆様には、長時間にわたり熱心にご協議をいただき

本当にありがとうございました。これをもちまして、第２回の本

庄市の総合振興計画審議会を終了とさせていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

 

 

 


